
 

2019年 4月 1日制定  

住友化学グループ 人権の尊重に関する基本方針 

 住友化学グループ（住友化学株式会社およびグループ会社）は人権に関する国際規範を尊重して

「人権の尊重に関する基本方針」を以下のとおり掲げ、住友化学グループのすべての役員と社員に

て遵守してまいります。 

 

１．基本的な考え方 

（１）規範と法令の遵守 

 『世界人権宣言』、国際労働機関（ILO）『労働における基本的原則及び権利に関する宣言』等の人

権に関する国際規範を積極的に支持、尊重するとともに、国際連合『ビジネスと人権に関する指導

原則』に準拠した人権尊重の取組みを推進していきます。住友化学株式会社は、国連グローバルコ

ンパクトに署名し、人権・労働を含む、その 10原則を支持しています。 

 また、事業活動を行う国や地域で適用される法令を遵守するとともに、各国・地域の法令と国際

規範との間に矛盾が生じる場合には、国際的に承認された人権の原則を尊重する方法を追求してい

きます。 

 

（２）事業活動を通じた人権尊重 

 雇用形態、年齢、性別、出身、祖先、国籍、障がい、宗教、信条、結婚の有無等を理由とした差

別、ならびにパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等のあらゆるハラスメント行為を行い

ません。また、結社の自由および団体交渉権を含む労働に関する基本的な権利を尊重し、強制労働

や児童労働は認めません。 
事業活動において人権を尊重し、人権侵害を助長しないように努めます。事業活動全体における

人権リスクを防止または軽減するため、コンプライアンスマニュアル（住友化学 企業行動要領）や

各種方針、ガイドラインの遵守を徹底するなど、必要な対策を講じていきます。また、事業活動が

地域社会に与える影響について理解し、地域社会との共生を目指します。 

サプライチェーンの取引先を含むビジネスパートナーやその他の関係者にも、本人権方針中の原

則にそって行動いただくことを期待しており、人権の尊重を働きかけてまいります。 

 

２．人権課題への取組み 

（１）教育・啓発 

 本方針が理解され効果的に実施されるよう、役員および従業員に対して適切な教育と研修を行っ

ていきます。 

 

（２）人権デュー・ディリジェンス 

 人権デュー・ディリジェンスの仕組みを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止、または



 
軽減を図るよう努めます。 

 

（３）リスク対応 

 実際のまたは潜在的な人権への負の影響に対応するために、関連するステークホルダーと協議を

行っていきます。 

 

（４）救済 

 人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれを助長したことが明らかになった場合、適

切な手続きを通じてその救済に取り組みます。 

 

（５）苦情処理メカニズム 

 人権への負の影響を含む事業活動に関する懸念について、住友化学グループの役員および従業員

に加え、その家族ならびに取引先等、当社の事業に何らかの関与があるすべての方々が利用できる

通報窓口（スピークアップ制度）を設けています。今後も、さらに実効的な苦情処理メカニズムの

運用に取り組んでいきます。 

 

（６）情報開示 

 人権尊重の取組みについて、当社ホームページ、統合報告書、サステナビリティデータブック等

を通じて報告していきます。 

 

以 上 

https://www.sumitomo-chem.co.jp/company/compliance/forms/

